
・小中学校消防設備保守点検業務一式

・小中学校防火設備定期検査業務一式

　

　         変更工事価格算定基準　　変更工事価格　　＝　　変更積算工事価格　　×　　請負比率（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）起工時の委託決定額

起工時の委託に付する額

変更委託価格

自 　契約日の翌日から

至 　令和　７年　3月12日

費 目 起 工 第 一 回 変 更 第 二 回 変 更 増 △ 減

起 工 額

委託に付する額又は委託額

業 務 価 格

測 量 試 験 費 又 は 工 事 雑 費

用 地 及 び 補 償 費

　

消 費 税 相 当 額

委 託 決 定 額

変更積算委託価格 委託比率
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年度 令和６年度 業務名
令和６年度城里町立小中学校消防設備
保守点検・防火設備定期検査業務 工種

城里町立小中学校7校、旧小松小学校

実 施 方 法 委託

業 務 期 間

延 期 ・ 中 止

起工年月日 　　　令和　　年　　月　　日

完了年月日

履 行 期 間

受 託 者

委託業務設計書（甲） 城里町

変更委託価格算定基準　　変更委託価格　　＝ 　変更積算委託価格 　× 　請負比率（ ）
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東茨城郡城里町地内

工種区分　　種別　　細別　　規格 数量 単位 単価 金額 摘要

　小中学校消防設備保守点検業務 1 式 第１号内訳書

　石塚小学校防火設備定期検査業務 1 式 第２号内訳書

　七会小学校防火設備定期検査業務 1 式 第３号内訳書

　常北中学校防火設備定期検査業務 1 式 第４号内訳書

　桂中学校防火設備定期検査業務 1 式 第５号内訳書

　諸経費 1 式

小計 

万円止め 

消費税相当額 10 ％ 

請負に付する額 

委　託　業　務　費　内　訳　書

小中学校消防設備保守点検・防火設備定期検査業務内訳書



数　量 人 単価 作　業　費 数　量 人 単　価 作　業　費

消火器具

粉末消火器（加圧･蓄圧式･パッケージ型含む） 183 0.022 

小計

屋内消火栓設備

加圧送水装置 6 0.367 

制御盤 6 0.246 

消火栓 56 0.102 

表示灯 76 0.007 

表示盤 6 0.055 

水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） 6 0.292 

呼水装置 6 0.164 

放水試験 6 0.965 

小計

自動火災報知設備

受信機Ｐ型１級（19回線以下） 13 0.094 13 0.098 

差動式分布型感知器（50個まで） 36 0.043 

差動式スポット型感知器（101個以上） 520 0.005 

定温式スポット型感知器（51個から100個まで） 77 0.011 

煙感知器（51個から100個まで） 90 0.022 90 0.047 

Ｐ型１級発信機 76 0.010 

音響装置 66 0.007 

光電式分離型感知器 3 0.199 

小計

第１号内訳書　小中学校消防設備保守点検業務（内訳は別紙のとおり）

機器点検 総合点検
区　　分 摘要



数　量 人 単価 作　業　費 数　量 人 単　価 作　業　費

非常警報設備（非常ベル）

操作部（電源部） 4 0.089 4 0.103 

起動装置（発信機、押しボタン） 4 0.013 

音響装置 4 0.007 

小計

放送設備

増幅器操作部（200W以下） 4 0.404 

スピーカ回線（スピーカ50個まで） 37 0.013 

音量調整器 4 0.006 

遠隔操作器 1 0.246 

起動装置（押しボタン） 4 0.013 

常用電源 4 0.029 

非常電源 4 0.119 

小　　計

誘導灯

誘導灯 106 0.022 

誘導標識 86 0.004 

小計

避難器具

救助袋（建築物の地上階数３・垂直式） 6 0.425 6 0.214 

小計

排煙設備（防火戸、防火ダンパー等を含む）

防火戸（ドア式Ｓ型） 40 0.051 

手動式シャッター（50枚まで） 25 0.094 

小計

機器点検合計 総合点検合計

業務価格（機器点検＋総合点検）

第１号内訳書　小中学校消防設備保守点検業務（内訳は別紙のとおり）

機器点検 総合点検
区　　分 摘要



第１号内訳書別紙　小中学校消防設備保守点検業務

防　火　設　備

受信機
感知器
（分布型）

感知器
（差動式）

感知器
（定温式）

感知器
（煙）

感知器
（光電分離） 発信機 ランプ ベル

消火栓
起動リレー

誘導灯 誘導標識 感知器 防火扉
防火

シャッター

単　位 本 箇所 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 箇所 箇所 個 枚 箇所 個 箇所 箇所

石 塚 小 学 校 30 11 2 13 68 6 7 - 13 13 13 1 － － 29 1 12 － 6

常 北 小 学 校 11 4 1 6 41 9 3 - 6 6 6 1 － － 14 － 2 4 －

桂 小 学 校 15 － 1 － 30 6 2 - 4 4 4 － 2 － 5 12 － 4 2 －

沢 山 小 学 校 15 － 1 - 36 7 3 - 6 6 6 － 2 一式 9 － － － －

七 会 小 学 校 14 7 1 － 46 3 2 - 6 6 6 1 － 一式 8 8 1 12 5 3

旧 小 松 小 学 校 17 8 2 5 46 10 15 - 8 8 8 1 － － 18 － 3 6 －

小 計 102 30 8 24 267 41 32 0 43 43 43 4 4 2 83 20 2 33 17 9

常 北 中 学 校 36 16 2 － 125 7 18 3 16 16 6 1 － 一式 － 57 2 12 9 6

桂 中 学 校 45 10 3 12 128 29 40 - 17 17 17 1 － － 23 9 2 33 14 10

小 計 81 26 5 12 253 36 58 3 33 33 23 2 0 1 23 66 4 45 23 16

合 計 183 56 13 36 520 77 90 3 76 76 66 6 4 3 106 86 6 78 40 25

自　動　火　災　報　知　器 誘導灯及び誘導標識

学　　校　　名
消火器
（パッケー
ジ型含む）

消火栓 非常警報
(押ﾎﾞﾀﾝ式)

非常警報
(放送)

救助袋



　防火シャッター検査（6台）
1 37.59 人・時間

　現場管理費
2 16.00 人・時間

　報告書作成費
3 4.0 人・時間

小　　　計  

防火設備定期検査（石塚小学校） 第２号委託費内訳書

番号 工　　　種 数量 単位 単　価 金　　額 摘　　　要

城　里　町



　防火シャッター検査（3台）
1 23.49 人・時間

　防火扉検査（5台）
2 18.90 人・時間

　現場管理費
3 16.00 人・時間

　報告書作成費
4 4.00 人・時間

小　　　計  

防火設備定期検査（七会小学校） 第３号委託費内訳書

番号 工　　　種 数量 単位 単　価 金　　額 摘　　　要

城　里　町



　防火シャッター検査（６台）
1 37.59 人・時間

　防火扉検査（９台）
2 28.86 人・時間

　現場管理費
3 24.00 人・時間

　報告書作成費
4 8.00 人・時間

小　　　計

防火設備定期検査（常北中学校） 第４号委託費内訳書

番号 工　　　種 数量 単位 単　価 金　　額 摘　　　要

城　里　町



　防火シャッター検査（10台）
1 56.39 人・時間

　防火扉検査（14台）
2 41.31 人・時間

　現場管理費
3 40.00 人・時間

　報告書作成費
4 12.00 人・時間

小　　　計

防火設備定期検査（桂中学校） 第５号委託費内訳書

番号 工　　　種 数量 単位 単　価 金　　額 摘　　　要

城　里　町



令和６年度城里町立小中学校消防設備保守点検・ 

防火設備定期検査業務仕様書 

 

 

１ 業務名   令和６年度城里町立小中学校消防設備保守点検・ 

防火設備定期検査業務 

 

２ 委託期間  契約日の翌日から令和７年３月１２日まで 

 

３ 委託場所・点検・検査機種及び台数 

        設計書のとおり 

         

４ 業務内容  ○消防設備保守点検 

         ①機器点検 年２回 設計書第 1号内訳書・別紙のとおり 

         ②総合点検 年１回 設計書第 1号内訳書・別紙のとおり 

         消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書２部及び写真 

         を提出すること。 

 

        ○防火設備定期検査業務 

契約締結後、速やかに建築基準法第１２条第３項による 

防火設備定期検査を行うこと。 

         防火設備の定期検査結果報告書については、教育委員会事務局を
　　　　　　　　　経由して茨城県建築指導課へ提出すること。 

          

 

５ 業務開始前に、作業工程表を委託者に提出すること。 

 

６ 業務完了後、業務完了報告書を委託者に提出すること。 

 

７ 定期検査に伴い、異常部分が発見された場合は、委託者に報告し、修理が生じた場

合は別途協議するものとする。 

 

８ この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義が生じたときは、委託者

受託者協議の上、決定するものとする。 


